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被災者は午前１時頃、会社の業務でト

レーラーに荷物を積載して国道を走行して

いたところ、軽自動車が横転している現場

に遭遇し、同車から脱出した女性から事故

車内に閉じ込められている同乗者の救助を

求められた。このため、被災者は事故車の

前方にトレーラーを止め、後続車の男性と

協力して事故車内に閉じ込められていた２

人の女性を救出した（本件救出行為）。し

かし、上記男性とともに事故車を起こそう

としていた際に、後方から走行してきた普

通乗用車が事故車に衝突し、被災者は前方

に押し出された事故車とトレーラーとの間

に挟まれて負傷し、死亡した。

事故車の横転は、被災者の運送業務およ

び同人運転車両の運行に由来するものでは

ないが、被災者が会社の業務としてトレー

ラーを運転していた道中に見かけたもので

あり、業務の最中に遭遇したものといえる。

そのため、本件救助行為は自動車運転の労

働者として業務を行う上で当然なすことが

予想される行為であるとして、業務上の死

亡と判断された。

労災認定を受けるためには、「業務起因

性」と「業務遂行性」の二つの要件が成立

する必要がある。

「業務起因性」は、業務と傷病などによ

る損害との間に一定の因果関係があること

をいい、「業務遂行性」は、労働契約に基

づき事業主の支配下にあることをいう。

事例では、被災者は会社の業務として国

道を走行中に遭遇した交通事故の現場であ

が

え
る
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り、事故車の横転は被災者の運送業務に由

来するものではない。事故を見過ごして運

送業務を続けることもできたと認められ、

本件救助行為は被災者の業務から逸脱した

行為とみえなくもない。

ここで重要なのは、業務上の傷病として

の「業務」とは何かである。「業務」とは、

労働者の傷病などに対して原因となり得る

業務で、労働者が従事するものをいう。し

たがって業務の範囲は、労働契約の本旨に

従って行う諸行為が含まれる。これは労働

契約の予定する職務行為などをいい、それ

に伴う諸行為も労働契約の本旨に反しない

限り、業務に含まれる場合が多い。例とし

ては、作業中における生理的必要行為や反

射的な行為、準備行為や後始末行為、緊急

行為ないしは合理的行為などである。

今回の事例でいえば、被災者の本件救助

行為は、労働者の業務に伴う諸行為のうち

の「緊急行為」だといえる。

緊急行為には、突発事故、天災事変など

に臨んで同僚労働者の救護、事業施設の防

護など、労働者として行われる諸行為が含

まれるが、事業の労働者として行うべき行

為であり、その行為に起因して被った災害

には業務起因性があるといえる。また一般

に、労働者が行う緊急行為として業務遂行

性が認められるのは、事業の労働者として

行われるべきもので、その労働者に期待し

得るべき緊急行為に限られる。事例では、

女性から同乗者の救出を求められ、これを

放置していては、人の生命に関わる重大な

事故である可能性があり、被災者が本件救

助行為などに着手しても無理はなかったこ

と、運送業者の運行管理者の講習用テキス

トでも、事故があった場合に他の協力者に

呼びかけ、交通事故で救助などを求められ

た場合に可能な限り協力することは奨励さ

れる行為だったことに鑑みて、本件救助行

為は自動車運転を行う労働者として期待し

得るべき行為だったといえるだろう。これ

により業務起因性、業務遂行性が認められ

て業務上の死亡と判断された。

また、今回の事例に基づき緊急行為につ

いての解釈例規が出ている。次の①～③の

要件をすべて満たす場合は、同僚労働者な

どの救護、事業場施設の防護など当該業務

に従事している労働者として行うべきもの

か否かにかかわらず、私的行為ではなく、

業務として取り扱うとなっている。①労働

者が緊急行為を行った（行おうとした）際

に発生した災害が、労働者が使用されてい

る事業の業務に従事している際に被災する

蓋然性が高い災害、例えば運送業の場合の

交通事故などに当たること、②それらの緊

急行為を行うことが、業界団体の行う講習

の内容などから、職務上要請されているこ

とが明らかであること、③緊急行為を行

う者が付近に存在していないこと、災害が

重篤であり、人の命に関わりかねない一刻

を争うものであったこと、被災者から救助

を求められたことなど緊急行為が必要とさ

れると認められる状況であったことである

（平 21・７・23 基発 0723 第 14 号）。




